
滋賀県海外市場開拓支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、県内中小企業の新たな海外地域への市場開拓のため、海外展開を見据えた調

査・海外展示会出展・海外向け商談等開催に取り組み、海外への販路開拓を目指す事業に要

する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては滋

賀県補助金等交付規則（昭和４８年滋賀県規則第９号。以下「規則」という。）に規定する

もののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象者） 

第２条 補助金の補助対象者は、中小企業等経営強化法第２条第１項に規定する中小企業者で、

県内に事務所または事業所を有するものであり、県税の滞納がない者とする。 

 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、別表１のとおり、「海

外市場への売り込み事業」とする。 

 

（補助対象経費、補助率および補助限度額） 

第４条 補助事業の補助対象経費、補助率および補助限度額は、別表１のとおりとする。 

 

（事業計画書の提出） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする者は、事業計画書（様式第１号）に同様式で定め

る書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の内示） 

第６条 知事は、前条に規定する事業計画書の提出があったときは、当該計画書の内容を審査

し、補助事業として適当と認めたときは、別表１に掲げる補助対象経費のうち、必要かつ適当

と認める経費について、予算の範囲内において、補助金の額の内示を行うものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第２号）を、別に定め

る期日までに知事に提出しなければならない。 

 
（交付の決定） 
第８条 知事は、規則第４条に規定する補助金の交付の決定を、申請を受け付けた日から３０

日以内に行う。 
 
（申請の取り下げ） 
第９条 補助金交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、交付決定の内容ま

たはこれに付された条件に不服があり補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交

付決定通知を受けた日から１０日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出しなければな

らない。 



 
（補助事業の変更等） 
第１０条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１号においては変更承認

申請書（様式第３号）、第２号においては、廃止（中止）承認申請書（様式第４号）をあら

かじめ知事に提出し、その承認を受けなければならない。 
（１） 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、事業の目的および効果に影響を

及ぼさない程度の軽易な変更をしようとする場合を除く。 
（２）補助事業を廃止または中止しようとするとき。 

２ 知事は、前項の変更等の承認にあたっては、申請を受け付けた日から３０日以内に行うも

のとし、必要に応じ条件を付し、または申請内容を変更して承認することができる。 
 
（実績報告） 
第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、または第１０条の規定による廃止の承認

を受けたときは、その日から３０日を経過した日、または当該年度２月２８日のいずれか早

い日までに、補助金事業実績報告書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。ただ

し、第１０条による補助事業の廃止または中止の承認を受けた場合は、同条による廃止（中

止）承認申請書（様式第４号）の提出をもって実績報告を行ったものとする。 
 
（補助金の確定） 
第１２条 知事は、前条の規定による実績報告を受けた日から、３０日以内に規則第１３条に

規定する補助金の額の確定を行う。 
 
（企業化の報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業の成果の企業化に努めなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後５年間、毎会計年度終了後

３０日以内に当該補助事業に係る過去１年間の企業化状況について、企業化状況報告書（様

式第６号）を作成し、知事に提出しなければならない。 

 

（収益納付） 

第１４条 知事は、企業化状況報告書（様式第６号）により、補助事業の完了した日の属する

会計年度の終了後、補助事業者が当該補助事業の実施結果の企業化、産業財産権の譲渡また

は実施権の設定およびその他当該補助事業の実施結果の他への供与による収益が生じたと

認めたときは、当該補助事業者に対し、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を

県に納付させることができるものとする。 

 
（補助金に係る経理） 
第１５条 補助事業者は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を

整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存

しなければならない。 
 
（電子情報処理組織による申請等） 
第１６条 補助事業者は、第７条の規定に基づく交付の申請、第９条の規定に基づく申請の取



下げ、第１０条の規定に基づく補助事業の変更および廃止（中止）の申請、第１１条の規定

に基づく実績報告、第１３条の規定に基づく企業化状況報告書については、滋賀県インター

ネット利用による行政手続等に関する条例（平成 16 年滋賀県条例第 30 号）第３条第１項に

規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。 
 
（その他） 
第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、知事が別に定める。 
 

付 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の補助金から適用する。 

 

別表１ 補助対象経費、補助率および補助限度額 

経費区分 補助対象経費 経費項目 補助率 補助金額 

海外市場へ

の売り込み

事業 

調査・マーケ

ティング費 

市場調査の委託に係る経

費、謝金・コンサルタント

費、通訳・翻訳費、渡航・

宿泊費、信用調査費 

補 助 対 象

経 費 の １

／２以内 

 

 

 

 

 

 

 

500 千円以上 

3,500 千円以下 

見本市・商談

会等出展経費 

出展料（および付随する経

費）、広報媒体製作費、広告

宣伝費、渡航・宿泊費、通

訳・翻訳費、輸送費 

越境EC事業費 

出店・出品料、越境 EC サイ

ト制作費、広報媒体製作費、

広告宣伝費、通訳・翻訳費 

共通経費 

海外市場への売り込み事業

に係る、上記以外の謝金・

コンサルタント費、広報媒

体製作費、広告宣伝費、デ

ザイン費、渡航・宿泊費、

通訳・翻訳費、検査・試験

費、審査・登録費、輸送費、

プロモーション運営費 

（注）(１) 補助対象経費は、補助事業で必要とされるものに限る。なお、海外見本市等の出

展申込に伴う出展料および出展料と一体となった経費については、補助事業実施

年度の４月１日以降に着手された経費を含む。 
(２) 補助対象経費は、消費税および地方消費税を除いた額とする。 
(３) 補助金交付額は、経費区分毎に千円未満を切り捨てた額の合計とする。 
(４) 補助金の交付は、一会計年度において補助対象者あたり１回とする。 

 


